
202６年４月２３日 
 

         中道改革連合 常任幹事会 次第（第６回）          
 
 
１．代表挨拶 
 
 
２．協議・議決事項 
 
＜政務調査会長＞     ・・・P．１ 
○ 中道改革連合の政策決定の仕組みについて 
○ 閣法「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条

第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部
を改正する法律案」及び閣法「健康保険法等の一部を改正する法律案」の取
り扱いについて 

 
３．報告・承認事項 
 
＜幹事長兼選挙対策委員長＞   ・・・P．１１ 
○ 前衆議院議員の離党について 
○ 中道改革連合・立憲民主党・公明党幹事長・国会対策委員長会談（３幹３国）

の報告について 
○ 幹事長部局の役員構成について 
○ 拉致問題対策本部の設置について 
○ クラウドファンディングの進捗状況について 
 
 
＜政務調査会長＞     ・・・P．１９ 
○ 三党合同政調審議会の報告について 
 
 

※ 次回常任幹事会の開催日程（調整中） 
５月１２日（火）時刻調整中 @衆４控 

  



2026 年４月 21 日 
中道改革連合執行役員会 

 
 

前衆議院議員の離党について 

 

離党者の氏名 解散する総支部 期 数 

小山 千帆 愛知県第 15 区総支部 １期 
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2026年４月 21日 

執行役員会提出 

 

 

幹事長部局の役員構成について 
 

 

   幹 事 長  階   猛  衆議院議員 

 

   幹事長代行  中野 洋昌  衆議院議員 

 

    国 際 局 長  岡本 三成  衆議院議員 

 

    災 害 局 長  近藤 和也  衆議院議員 

 

    青 年 局 長  原田 直樹  衆議院議員 

 

（※下線部は今回追加。必要に応じ、順次役員を追加する） 

 

 

以 上 
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2026年４月 21日 

執行役員会提出 

 

 

拉致問題対策本部の役員構成について 
 

 

   本 部 長  笠  浩史  衆議院議員 

 

    事 務 局 長  山崎 正恭  衆議院議員 

 

 

（※必要に応じ、順次役員を追加する） 

 

 

以 上 
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クラウドファンディングに関する進捗状況 

 

○ＧＷ中にＨＰでの掲載開始、５月１５日（金）振込開始 

 事前に代議士会などで協力依頼をするとともに、当日代表会見で発信 

 ＨＰでの掲載に向け、現在、代表・代表代行の動画などを制作中 

 また、ＸやＬＩＮＥで発信するためのバナーを制作中 

 

○初期の目標を１０００万円に置き、達成すれば次のステージを目指す方式 

 

○寄付の最低振り込み可能額は１０００円とする。 

 

○リワードについては以下とする。 

・１万円未満 

御礼画像のメール送信 

 ・１万円以上 

代表・代表代行の画像入名刺に直筆でサインし、御礼状とともに郵送 

 

○１万円以上のリワードの郵送については、外部への委託を想定 

 

○寄付して頂いた方向けのオンラインイベントを今後検討 
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取扱注意 

2026.04.16 三党合同政調審議会 

 1 / 2 

 

2026 年 第 10 回 三党合同政調審議会 報告 

 

４月 16 日（木）17：00 より開催し、下記の通り、審議・決定した。 

 

法案・条約審査 

○都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 

○防衛省設置法等の一部を改正する法律案 

○「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」に対する 

修正案 

○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 

関係法律の整備に関する法律案（第 16 次地方分権一括法案） 

○家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案 

○食育基本法の一部を改正する法律案（議員立法） 

○全ての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための 

高額療養費等の制度の在り方に係る措置に関する法律案（議員立法） 

○人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改

正する法律案 

○投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定 

○投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協

定 

○投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定 

○投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とタジキスタン共和国

との間の協定 

→以上８法案・４条約について、賛成することに決した。 

 

○国家情報会議設置法案 

→以上１法案について、修正／原案への対応は、三党政務調査会長

に一任することに決した。 
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取扱注意 

2026.04.16 三党合同政調審議会 

 2 / 2 

 

○インテリジェンスに係る体制の整備の推進に関する法律案（議員立

法） 

→以上１法案について、対応を三党政務調査会長に一任することに

決した。 

 

政策審査 

○「イラン情勢に伴う原油高などによる影響調査」について 

→以上１件について、対応を三党政務調査会長に一任した。 

 

報告事項 

○国対報告について 

→衆議院及び参議院の国対より、それぞれ報告を受けた。 

 

以  上 
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